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総
括

一　

皇
室
の
「
世
襲
財
産
」
と
「
私
的
財
産
」

こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
研
究
で
は
、
戦
前
は
明
治
期
か
ら
現
在
に

至
る
ま
で
の
皇
室
財
政
制
度
の
変
遷
や
、
そ
れ
に
伴
う
憲
法
お
よ

び
関
係
諸
法
令
の
問
題
点
を
考
察
し
て
き
た
（
1
）

。
本
稿
で
は
日
本
国

憲
法
制
定
経
緯
の
中
で
「
世
襲
財
産
」
の
文
言
が
は
じ
め
て
登
場

す
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
草
案
（
い
わ
ゆ
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
）
の
成

立
に
着
目
し
、
当
時
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部
で
は
皇
室
財
産
の
性
格
が
ど

の
よ
う
に
議
論
・
理
解
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

そ
も
そ
も
「
世
襲
財
産
」
と
い
う
用
語
は
、
戦
後
の
憲
法
・
法

律
に
は
存
在
し
な
い
。
戦
前
に
お
い
て
も
わ
ず
か
に
華
族
世
襲
財

産
法
に
よ
っ
て
華
族
に
世
襲
財
産
保
有
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
み

で
、
皇
室
の
世
襲
の
財
産
は
別
に
「
世
伝
御
料
」
と
い
う
文
言
が

用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
占
領
期
、
八
八
条
の
制
定
過
程
に
お

い
て
日
本
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
間
で
な
さ
れ
た
議
論
の
中
心
的
な
テ
ー
マ

の
一
つ
は
、
憲
法
草
案
第
八
二
条
中
に
突
如
現
れ
た
「
世
襲
財

産
」
の
文
言
に
関
す
る
解
釈
問
題
で
あ
っ
た
。
日
本
は
何
と
か
し

て
「
世
襲
財
産
」
に
収
益
性
の
あ
る
財
産
を
含
め
て
解
釈
し
よ
う

Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
草
案
第
八
二
条
の
皇
室
財
政
規
定
と
「
世
襲
財
産
」

山　
　

田　
　

亮　
　

介
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二
）

財
産
の
公
私
の
問
題
や
法
的
性
格
を
今
後
引
き
続
き
研
究
す
る
う

え
で
一
つ
の
足
が
か
り
と
す
る
た
め
に
も
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
草
案
起

草
過
程
に
お
け
る
皇
室
財
産
お
よ
び
世
襲
財
産
に
対
す
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ

側
の
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
本
稿
の
テ
ー
マ
に
据
え
た
。

そ
の
際
に
は
、
戦
前
の
皇
室
財
産
た
る
「
御
料
」
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
で

議
論
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
、
次
項
に
お
い
て
ま
ず
は
戦
前
の

「
世
伝
御
料
」
と
「
普
通
御
料
」
に
つ
い
て
概
観
し
よ
う
と
思
う
。

二　

世
伝
御
料
と
普
通
御
料
の
関
係
に
つ
い
て

戦
前
、
国
法
は
二
元
主
義
を
採
っ
て
い
た
。
憲
法
を
頂
点
と
す

る
国
務
法
体
系
と
、
皇
室
典
範
を
頂
点
と
す
る
皇
室
法
体
系
で
あ

る
。
明
治
時
代
に
な
っ
て
、
日
本
は
い
ち
は
や
く
西
欧
の
立
憲
君

主
制
を
導
入
し
、
整
備
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
こ
の
要
請
は
、

皇
室
財
政
と
い
う
分
野
に
お
い
て
は
、
皇
室
固
有
の
財
産
設
定
と

い
う
形
で
現
出
し
た
。
明
治
九
年
元
老
院
で
「
日
本
（
帝
国
）
国

憲
按
（
第
一
次
案
）」
が
起
草
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
調

査
書
類
の
中
で
は
、
古
来
日
本
に
お
い
て
国
土
は
す
べ
て
天
皇
が

有
し
て
い
た
が
、
政
府
所
有
や
民
有
の
土
地
が
で
き
た
今
、
皇
室

に
も
財
産
を
設
定
す
る
必
要
性
が
で
て
き
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
（
4
）

。

同
年
、
皇
室
財
産
設
定
に
関
す
る
建
議
が
内
閣
顧
問
の
木
戸
孝
允

と
し
た
の
に
対
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
再
び
皇
室
に
膨
大
な
財
産
貯
蓄
が

な
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
収
益
財
産
を
含
め
な
い
ス
タ
ン

ス
を
固
持
し
て
い
た
。
そ
こ
で
今
一
度
Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
草
案
が
で
き

あ
が
る
以
前
に
お
い
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
に
お
け
る
皇
室
財
産
、
な
か

ん
ず
く
世
襲
の
財
産
に
対
す
る
認
識
を
探
る
こ
と
に
意
義
が
生
ま

れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
こ
と
は
、
現
在
に
お
い
て
も
意
味
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
昭
和
天
皇
崩
御
に
際
し
て
皇
室
財
産
に
相
続
税
が
課
税
さ

れ
た
と
き
、
非
課
税
の
財
産
（
相
続
税
法
第
一
二
条
第
一
号
の
御

由
緒
物
）
と
、
課
税
対
象
と
な
る
財
産
に
仕
分
け
が
な
さ
れ
た
。

戦
後
長
ら
く
、
こ
の
御
由
緒
物
の
具
体
的
範
囲
は
明
ら
か
に
さ
れ

な
か
っ
た
が
、
皇
室
が
従
来
所
有
し
て
き
た
「
御
物
」
の
す
べ
て

を
「
私
的
財
産
」
と
す
れ
ば
課
税
額
が
莫
大
に
な
る
た
め
、
皇
室

所
有
の
美
術
品
約
四
六
〇
〇
件
は
、
国
有
財
産
約
三
一
八
〇
件
、

御
由
緒
物
五
八
〇
件
、
御
物
の
ま
ま
相
続
さ
れ
る
も
の
約
八
〇
〇

件
と
い
う
よ
う
に
分
類
整
理
さ
れ
た
（
2
）

。
と
こ
ろ
が
こ
の
分
類
作
業

に
よ
っ
て
明
確
な
線
引
き
の
基
準
が
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

非
課
税
と
さ
れ
る
世
襲
の
御
由
緒
物
と
課
税
さ
れ
る
私
的
財
産
の

差
異
は
不
明
瞭
の
ま
ま
で
あ
る
。
事
実
、
通
説
的
見
解
は
、
皇
室

の
世
襲
の
財
産
も
私
的
財
産
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
3
）

。
皇
室

一
五
二
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〜
第
二
〇
条
）。
世
伝
御
料
と
い
う
の
は
、
皇
室
の
財
産
の
中
で

も
特
に
皇
位
の
継
承
と
共
に
、
将
来
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
も
の

で
、
天
皇
で
あ
っ
て
も
永
久
に
分
割
・
譲
渡
で
き
な
い
世
襲
の
財

産
で
あ
る
（
旧
典
範
四
五
条
）。
世
伝
御
料
の
特
徴
と
し
て
は
、

他
に
以
下
の
諸
点
が
挙
げ
ら
れ
る
（
6
）

。

（
一
）
皇
位
継
承
に
伴
っ
て
所
有
権
が
移
転
す
る
。
よ
っ
て
、

皇
位
継
承
者
以
外
は
享
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
二
）
国
税
そ
の
他
、
公
の
賦
課
を
課
税
さ
れ
な
い
（
7
）

。

（
三
）
非
分
割
・
非
譲
渡
性
に
基
づ
い
て
、
世
伝
御
料
を
目
的

物
と
し
た
契
約
（
処
分
行
為
）
に
つ
き
、
善
意
の
第
三
者
の
相
手

方
に
対
し
て
も
契
約
は
無
効
と
な
る
。

（
四
）
善
意
・
悪
意
を
問
わ
ず
、
事
実
占
有
に
よ
る
取
得
時
効

（
そ
れ
に
伴
う
所
有
権
移
転
）
も
認
め
ら
れ
な
い
（
8
）

。

（
五
）
原
則
と
し
て
一
般
私
法
や
法
律
の
適
用
を
受
け
な
い
（
9
）

。

（
六
）
世
伝
御
料
は
土
地
建
物
と
い
っ
た
不
動
産
の
み
で
あ
る
（
10
）

。

元
来
、
世
伝
御
料
の
趣
旨
は
、
皇
室
財
政
を
議
会
の
干
渉
の
外

に
置
く
こ
と
で
皇
室
の
尊
厳
を
保
持
し
、
そ
の
経
済
的
基
盤
を
強

固
に
す
る
と
共
に
将
来
に
わ
た
っ
て
皇
室
の
財
産
が
散
逸
す
る
こ

と
を
防
ぐ
と
い
う
点
に
あ
る
。（
二
）
に
挙
げ
た
御
料
の
非
課
税

に
つ
い
て
も
、
帝
国
憲
法
第
三
条
の
天
皇
の
神
聖
不
可
侵
性
か
ら

に
よ
っ
て
出
さ
れ
て
か
ら
本
格
的
に
皇
室
財
産
に
関
す
る
論
議
が

始
ま
る
。
そ
し
て
明
治
一
七
年
一
一
月
に
は
、
大
蔵
大
臣
松
方
正

義
に
よ
る
建
議
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
翌
年
に
日
本
銀
行
及
び
横
浜

正
金
銀
行
の
株
式
が
帝
室
御
資
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
で
、
こ
こ
に

初
め
て
皇
室
財
産
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
皇

室
財
産
形
成
が
先
行
す
る
中
、
帝
国
憲
法
と
旧
皇
室
典
範
を
は
じ

め
皇
室
財
産
令
（
明
治
四
三
年
皇
室
令
第
三
三
号
）
や
皇
室
会
計

令
（
明
治
四
五
年
皇
室
令
第
二
号
）、
皇
族
遺
言
令
（
大
正
一
〇

年
皇
室
令
第
一
五
号
）
と
い
っ
た
皇
室
財
政
に
関
す
る
法
制
度
が

順
次
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
（
5
）

。
旧
皇
室
典
範
に
は
、
皇
室
財
産
に
つ

い
て
以
下
の
二
ヶ
条
が
置
か
れ
て
い
る
。

第
八
章　

世
伝
御
料

第
四
五
条　

土
地
物
件
ノ
世
伝
御
料
ト
定
メ
タ
ル
モ
ノ
ハ
分
割

譲
与
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
四
六
条　

世
伝
御
料
ニ
編
入
ス
ル
土
地
物
件
ハ
枢
密
顧
問
ニ

諮
詢
シ
勅
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
メ
宮
内
大
臣
之
ヲ
公
告
ス

皇
室
財
産
（
御
料
）
に
は
世
伝
御
料
と
普
通
御
料
が
あ
り
（
皇

室
財
産
令
第
一
条
）、
旧
皇
室
典
範
に
は
世
伝
御
料
の
み
が
規
定

さ
れ
た
。
世
伝
御
料
の
詳
し
い
内
容
お
よ
び
普
通
御
料
に
関
し
て

は
、
皇
室
財
産
令
に
そ
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
（
同
令
第
四
条

一
五
三
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う
意
味
で
あ
ろ
う
（
11
）

。
こ
れ
ら
の
規
定
を
み
る
か
ぎ
り
、
普
通
御
料

の
管
理
や
運
用
の
実
態
は
世
伝
御
料
に
劣
ら
ず
厳
格
で
あ
り
、
西

欧
王
室
の
立
憲
君
主
制
に
見
ら
れ
る
公
私
の
区
別
が
、
皇
室
財
産

に
お
い
て
明
確
に
な
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
（
12
）

。
こ
の
よ
う
な

公
私
の
不
明
確
性
に
関
連
し
て
有
賀
長
雄
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

│
宮
中
の
官
吏
は
君
主
の
一
身
に
奉
仕
す
る
も
の
な
れ
ば
、

以
っ
て
国
家
の
官
吏
と
区
別
す
べ
し
と
の
理
論
を
採
用
し
た
り
と

雖
も
、
本
邦
と
泰
西
の
立
憲
諸
国
と
君
主
の
権
力
遷
転
に
於
け
る

歴
史
を
異
に
す
る
が
故
に
、
泰
西
に
於
け
る
宮
中
府
中
の
関
係
は

直
に
以
っ
て
日
本
の
朝
廷
に
採
用
す
べ
か
ら
ず
。
…
（
中
略
）
…

更
に
精
密
に
之
を
言
へ
ば
、
欧
州
の
各
立
憲
君
主
国
は
封
建
諸
侯

の
家
督
国
家
（P

atrim
onial S

tate

）
よ
り
一
転
し
て
立
憲
国
家

の
組
織
に
移
り
た
る
も
の
な
り
。
…
（
中
略
）
…
日
本
に
於
て
は

所
謂
家
督
国
家
の
観
念
は
啓（
マ
マ
）国
以
来
に
於
け
る
天
皇
権
力
の
法
理

と
相
容
れ
ず
、「
し
ら
す
」
と
「
う
し
は
く
」
の
区
別
は
上
古
に

於
て
已
に
存
し
、
…
（
中
略
）
…
大
化
改
新
に
至
り
て
此
観
念
は

益
々
明
確
を
加
へ
皇
族
私
領
の
土
地
人
民
に
至
る
ま
で
悉
く
廃
し

て
国
家
の
土
地
人
民
と
為
し
、
天
皇
は
国
家
の
公
務
と
し
て
之
を

「
し
ら
せ
」
給
へ
り
。

│（13
）

導
か
れ
る
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
し
、
そ
も
そ
も
皇
室
法
体
系
は

国
務
法
体
系
た
る
一
般
公
法
の
適
用
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
そ

の
根
拠
の
一
つ
と
言
え
る
。
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す

る
世
伝
御
料
に
対
し
て
、
通
常
の
財
産
を
普
通
御
料
と
言
い
、
こ

ち
ら
の
方
は
自
由
に
分
割
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ

た
。
そ
の
性
格
に
関
し
て
世
伝
御
料
と
の
比
較
で
み
る
限
り
は
、

普
通
御
料
を
私
的
財
産
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
国
民
一
般
に
い
う
と
こ
ろ
の
私
的

財
産
と
同
義
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
理
解
の
ほ
う
が
正
し
い
と
思

わ
れ
る
。
普
通
御
料
に
つ
い
て
は
皇
室
財
産
令
第
一
八
条
か
ら
第

二
〇
条
に
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
世
伝
御
料
に
関
す
る
規
定
に

比
べ
れ
ば
そ
の
簡
素
さ
が
目
立
つ
が
、
た
と
え
ば
そ
の
管
理
に
つ

い
て
は
、「
其
ノ
種
類
ニ
従
ヒ
必
要
ナ
ル
帳
簿
又
ハ
目
録
ヲ
設
ケ

之
ニ
其
ノ
現
況
価
格
及
異
動
ヲ
登
録
シ
土
地
ニ
付
テ
ハ
図
面
及
彊

界
簿
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ
」（
同
令
第
一
八
条
）
と
あ
る
し
、
そ
の
際

作
成
さ
れ
た
帳
簿
や
目
録
は
「
主
管
部
局
ニ
於
テ
保
管
ス
」
べ
き

も
の
と
さ
れ
た
（
同
令
第
一
九
条
）。
ま
た
同
令
第
二
〇
条
で
は

「
内
廷
ニ
属
ス
ル
財
産
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
規
程
ハ
宮
内
大
臣
勅
裁

ヲ
経
テ
之
ヲ
定
ム
」
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
こ
に
言
う
「
内
廷
ニ
属

ス
ル
財
産
」
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
皇
室
の
私
的
な
財
産
と
い

一
五
四
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私
を
財
政
面
に
お
い
て
も
分
け
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
西
欧
の
王

室
と
日
本
の
皇
室
と
は
そ
も
そ
も
歴
史
的
経
緯
が
違
う
。
西
欧
王

室
が
も
と
も
と
私
事
と
し
て
私
領
を
支
配
し
て
い
た
の
に
対
し
、

国
の
統
治
を
公
事
と
し
て
き
た
の
が
天
皇
な
の
で
あ
る
（
15
）

。
と
こ
ろ

が
、
近
代
立
憲
君
主
制
を
採
用
し
た
後
も
、
天
皇
に
「
私
な
し
」

と
す
る
伝
統
的
な
皇
室
観
が
、
西
欧
の
公
私
を
わ
け
る
王
室
観
と

混
在
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
皇
室
財
政
に
お
い
て
「
皇
室
の
経

理
は
一
般
人
民
の
一
家
の
経
理
と
は
其
の
根
本
に
於
て
全
く
其
の

精
神
を
別
に
し
、
其
の
経
理
は
私
的
な
も
の
で
は
な
く
、
公
的
な

も
の
（
16
）

」
と
い
う
考
え
方
に
も
通
ず
る
。
我
が
国
で
は
、
世
伝
御
料

と
普
通
御
料
の
別
を
問
わ
ず
、
皇
室
財
産
は
公
的
性
格
の
強
い
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
戦
前
の
宮
内
省
秘
書

課
長
で
あ
っ
た
酒
巻
芳
男
は
、
御
料
の
性
質
の
特
殊
性
に
着
目
し

た
上
で
、
そ
の
公
的
性
格
を
理
由
に
御
料
を
一
種
の
法
人
（
御
料

財
団
）
と
考
え
て
い
た
し
（
17
）

、
美
濃
部
達
吉
は
こ
の
当
時
の
皇
室
財

産
に
つ
い
て
、「
従
来
の
国
法
は
皇
室
が
法
人
と
し
て
自
ら
財
産

権
の
主
体
と
な
る
こ
と
は
之
を
認
め
て
居
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
18
）

。

こ
れ
ら
の
考
え
方
は
、
世
伝
御
料
の
み
な
ら
ず
普
通
御
料
も
含
め

た
御
料
の
法
的
特
殊
性
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
明
治

二
三
年
に
は
、
世
伝
御
料
と
し
て
御
料
林
が
勅
定
さ
れ
（
19
）

、
以
後
の

明
治
以
来
、
宮
中
と
府
中
を
西
欧
に
倣
っ
て
法
制
度
上
に
お
い

て
も
現
実
に
お
い
て
も
区
別
し
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
実
は
そ
れ

が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
、
皇
室
の
統
治
の
あ
り
方
は
家
督
国
家

（
家
産
制
国
家
）
に
そ
の
起
源
を
持
つ
西
欧
王
室
と
は
歴
史
的
に

異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
他
方
、
穂
積
八
束
の

行
っ
た
皇
室
典
範
に
関
す
る
講
義
の
中
に
は
、
世
伝
御
料
と
普
通

御
料
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
。

│
世
伝
御
料
と
い
う
の
は
、
皇
室
典
範
に
お
い
て
定
め
た
言

葉
で
あ
る
が
、
古
来
に
は
屯
倉
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
と

趣
意
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
…
（
中
略
）
…
外
国
に
お
い
て
は
、

君
主
の
財
産
と
国
家
の
財
産
と
は
分
か
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

よ
っ
て
、
様
々
な
政
務
に
か
か
る
費
用
は
全
て
君
主
の
私
産
が
用

い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
の
ち
に
国
務
が
複
雑
多
様
化
し
始
め

る
と
、
費
用
も
膨
大
に
な
り
、
そ
こ
で
君
主
の
一
家
の
財
産
と
国

庫
と
を
分
け
る
よ
う
に
な
る
。
…
（
中
略
）
…
さ
ら
に
君
主
の
一

家
の
財
産
の
中
で
も
、
君
主
一
個
人
の
私
有
の
財
産
と
王
室
に
属

す
る
と
こ
ろ
の
家
産
に
分
け
ら
れ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
我
が
皇

室
の
沿
革
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
我
が
国
に
お
け
る
普
通
御
料

と
世
伝
御
料
の
区
別
に
似
て
い
る
。

│（14
）

確
か
に
日
本
は
西
欧
の
君
主
財
政
制
度
と
同
様
に
、
皇
室
の
公

一
五
五
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て
何
ら
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
皇
室
財
政
の
問
題
に
つ
い
て

占
領
軍
の
管
理
方
針
が
最
初
に
明
確
に
さ
れ
た
の
は
、「
降
伏
後

に
お
け
る
米
国
の
初
期
の
対
日
方
針
（S

W
N
C
C
 150/4/A

 
“U
.S
.Initial P

ost

－S
urrender P

olicy for Japan ”

）」
に
お

い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
八
月
末
に
国
務
・
陸
軍
・
海
軍
三
省
調

整
委
員
会
（
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
）
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
九
月
二
二
日

に
国
務
省
よ
り
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
文
書
は
、
第
一
部
究
極
の
目

的
、
第
二
部
連
合
国
の
権
力
、
第
三
部
政
治
、
第
四
部
経
済
の
四

部
に
分
か
れ
る
。
こ
の
う
ち
第
四
部
の
経
済
で
は
、
日
本
の
経
済

と
財
政
に
関
す
る
処
理
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
後
の

九
項
（P

artⅣ
 9

）
に
「
皇
室
財
産
」
の
一
項
が
設
け
ら
れ
、

「
皇
室
の
財
産
は
、
占
領
の
目
的
を
達
成
す
る
に
必
要
な
措
置
か

ら
免
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
も
の
と
さ
れ
た
（
20
）

。
こ
の
基
本
方
針

の
提
示
に
伴
っ
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
昭
和
二
〇
年
九
月
二
二
日
付
「
金

融
取
引
の
統
制
に
関
す
る
件
」
と
題
す
る
通
達
に
お
い
て
、
皇
室

財
産
の
現
況
に
関
す
る
報
告
を
日
本
に
求
め
て
い
る
（
21
）

。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
昭
和
二
〇
年
の
皇
室
費
収
支
や
予
算
、
そ
し
て
昭
和

二
〇
年
九
月
一
日
現
在
の
皇
室
財
政
現
況
報
告
な
ど
が
一
〇
月

三
〇
日
に
宮
内
省
よ
り
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
公
表

さ
れ
た
皇
室
の
財
産
総
額
は
、
美
術
品
・
宝
石
・
金
銀
塊
等
及
び

御
料
は
、
毎
年
国
庫
か
ら
定
額
支
出
さ
れ
る
皇
室
経
費
や
、
地
金

銀
、
登
録
国
債
、
公
債
、
牧
場
地
、
鉱
山
、
温
泉
地
な
ど
か
ら
の

収
益
も
あ
っ
て
、
莫
大
な
価
額
に
な
っ
て
い
っ
た
。

本
章
で
は
戦
前
に
お
け
る
皇
室
財
政
制
度
の
中
で
も
世
伝
御
料

お
よ
び
普
通
御
料
の
性
質
を
中
心
に
み
て
き
た
。
戦
前
の
皇
室
財

産
が
い
わ
ば
公
的
性
質
を
持
つ
も
の
と
し
て
広
く
考
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
（
公
私
の
不
明
確
性
）、
そ
の
よ
う
な
財
産
に
対
し
て
課

税
す
る
と
い
う
発
想
が
な
か
っ
た
と
い
う
点
は
、
現
在
の
皇
室
財

産
の
性
格
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
判
断
材
料
を
提
供
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
次
章
で
は
、
日
本
国
憲
法
成
立
経
緯

の
中
で
も
、
と
り
わ
け
一
九
四
六
年
二
月
一
三
日
に
完
成
す
る
Ｇ

Ｈ
Ｑ
草
案
成
立
ま
で
の
議
論
に
焦
点
を
絞
っ
て
検
討
を
加
え
る
。

三 　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
草
案
第
八
二
条
と
世
襲
財
産

の
意
義

〈
皇
室
財
産
処
理
│
凍
結
と
課
税
│
〉

一
九
四
五
年
八
月
、
太
平
洋
戦
争
終
結
に
よ
っ
て
ポ
ツ
ダ
ム
宣

言
を
受
諾
し
た
日
本
は
、
連
合
国
軍
の
占
領
体
制
下
に
お
か
れ
た
。

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
中
、
占
領
後
の
日
本
管
理
の
根
本
方
針
を
あ
ら
わ

し
た
箇
所
に
は
、
皇
室
財
政
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
皇
室
に
つ
い

一
五
六
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る
た
め
に
と
ら
れ
た
措
置
の
司
令
部
へ
の
報
告
義
務
、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
経
済
科
学
局
は
、
戦
後
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
、

莫
大
な
皇
室
財
産
に
対
し
て
税
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
戦
時
補
償

に
充
て
る
と
い
う
政
策
目
的
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
皇
室
財
産
の

取
引
や
譲
渡
の
一
切
を
制
限
す
る
こ
の
凍
結
措
置
は
そ
の
た
め
の

準
備
で
あ
っ
た
と
言
え
る
（
26
）

。
こ
の
後
一
一
月
二
四
日
付
で
、「
戦

時
利
得
の
除
去
及
び
国
家
財
政
の
再
編
成
に
関
す
る
覚
書

（S
C
A
P
IN
 N
O
.337

）」
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
27
）

。
こ
こ
で

は
、
戦
時
利
得
税
と
財
産
税
の
創
設
に
つ
い
て
、
お
よ
び
細
か
い

と
こ
ろ
で
は
、
公
債
、
借
入
金
、
信
用
の
授
受
、
補
助
金
の
交
付
、

租
税
の
減
免
、
そ
の
他
の
恩
典
の
賦
与
、
不
動
産
、
固
定
資
産
そ

の
他
国
有
企
業
の
払
い
下
げ
、
に
対
す
る
認
可
制
と
、
財
産
税
法

の
法
案
提
出
期
限
・
制
定
手
続
き
な
ど
が
命
令
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
最
後
の
部
分
に
お
い
て
「
皇
室
も
右
計
画
よ
り
除
外
せ
ら
れ

ざ
る
べ
し
」
と
い
う
一
項
目
が
置
か
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来

非
課
税
と
さ
れ
て
き
た
皇
室
財
産
に
対
し
て
課
税
が
な
さ
れ
る
と

い
う
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

〈
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
第
八
二
条
に
お
け
る
世
襲
財
産
除
外
規
定
〉

財
産
税
の
賦
課
と
い
う
形
で
皇
室
財
産
処
理
の
計
画
が
進
む
一

一
般
皇
族
の
財
産
を
除
い
た
現
金
お
よ
び
有
価
証
券
、
土
地
建
物
、

木
材
だ
け
で
一
五
億
九
〇
六
一
万
五
五
〇
〇
円
に
の
ぼ
っ
た
（
22
）

。

こ
の
よ
う
な
皇
室
財
産
に
つ
い
て
の
評
価
・
調
査
作
業
の
後
の

一
一
月
一
四
日
、
経
済
科
学
局
（
Ｅ
Ｓ
Ｓ
）
金
融
課
長
ク
レ
ー

マ
ー
（R

aym
ond C

.K
ram
er

）
に
よ
っ
て
、「
こ
の
命
令
が
強

調
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
金
融
・
経
済
・
財
産
の
分

野
に
お
い
て
、
民
間
の
カ
ル
テ
ル
（
財
閥
）
と
皇
室
と
の
間
に
な

ん
ら
区
別
を
設
け
な
い
」
と
い
う
内
容
を
含
む
凍
結
指
令
勧
告
が

日
本
政
府
に
対
し
て
な
さ
れ
た
（
23
）

。
そ
し
て
こ
れ
に
基
づ
い
て
一
八

日
に
「
皇
室
財
産
凍
結
に
関
す
る
覚
書
」
が
正
式
に
公
布
さ
れ
た
（
24
）

。

こ
の
覚
書
の
内
容
は
、
①
司
令
部
の
事
前
の
許
可
の
な
い
皇
室
財

産
を
含
む
一
切
の
取
引
の
無
効
措
置
を
講
じ
る
こ
と
、
②

一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
以
降
の
取
引
に
つ
い
て
、
皇
室
の
通
常

経
営
に
必
要
で
な
い
も
の
の
全
部
無
効
、
③
特
別
な
取
引
（
ａ
〜

ｉ
項
に
列
挙
（
25
）

）
に
該
当
し
な
い
宮
内
各
機
関
の
通
常
活
動
の
継
続

と
支
払
い
の
許
可
、
④
一
九
四
六
年
会
計
年
度
本
予
算
の
司
令
部

へ
の
提
出
お
よ
び
そ
の
期
限
と
、
一
九
四
五
年
会
計
年
度
に
基
づ

く
今
後
の
支
出
に
つ
い
て
本
司
令
部
か
ら
の
許
可
の
必
要
性
、
⑤

本
覚
書
以
前
の
皇
室
財
産
に
関
す
る
非
公
式
の
貸
借
表
の
審
査
・

確
認
お
よ
び
不
正
確
な
点
の
訂
正
、
⑥
本
覚
書
の
内
容
を
実
行
す

一
五
七
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the Im
perial H

ousehold, as defined by law
, shall be 

appropriated by the diet in the annual budget.

Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
第
八
十
二
条
「
世
襲
財
産
ヲ
除
ク
ノ
外
皇
室
ノ
一

切
ノ
財
産
ハ
国
民
ニ
帰
属
ス
ヘ
シ
。
一
切
ノ
皇
室
財
産
ヨ
リ
ス
ル

収
入
ハ
国
庫
ニ
納
入
ス
ヘ
シ
。
而
シ
テ
法
律
ノ
規
定
ス
ル
皇
室
ノ

手
当
及
費
用
ハ
国
会
ニ
依
リ
年
次
予
算
ニ
於
テ
支
弁
セ
ラ
ル
ヘ

シ
。」こ

の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
の
段
階
で
憲
法
草
案
の
皇
室
財
産
の
条
項
に

「
世
襲
財
産
を
除
く
（other than the hereditary estates

）」

と
い
う
文
言
が
初
め
て
現
れ
る
。
世
襲
財
産
以
外
の
す
べ
て
の
皇

室
財
産
は
国
に
帰
属
す
る
と
い
う
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
が
、
こ
の

文
言
が
挿
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
以
降
の
日
米
の
折
衝

に
お
い
て
世
襲
財
産
の
性
質
や
範
囲
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
（
31
）

。
な
ぜ
な
ら
、
世
襲
財
産
で
あ
れ
ば
国
有
化
を
免
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
、
こ
の
世
襲
財
産
の
中
に
収
益
性
の

あ
る
財
産
を
な
ん
と
か
含
め
て
考
え
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
そ
の
よ
う
な
財
産
を
世
襲
財
産
に
含
め
て
し
ま
う

こ
と
で
、
将
来
再
び
皇
室
に
莫
大
な
財
産
貯
蓄
が
な
さ
れ
て
し
ま

う
こ
と
を
防
止
す
る
と
い
う
態
度
で
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
同
年
八
月
六
日
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
従
来
の
態
度
か
ら
一
転
し
て
、
世

方
、
新
憲
法
制
定
作
業
も
始
ま
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、

初
期
の
日
本
政
府
か
ら
提
示
さ
れ
た
憲
法
改
正
案
を
依
然
保
守
的

な
内
容
で
あ
る
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
総
司
令
官
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
（D

ouglas  M
acA
rthur

）
は
、
民
政
局
（
Ｇ
Ｓ
）

局
長
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
（C

ourtney W
hitney

）
に
一
九
四
六
年

二
月
三
日
、
憲
法
改
正
の
柱
と
す
べ
き
い
わ
ゆ
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

三
原
則
（
第
一
の
原
則
に
、
憲
法
に
基
づ
い
た
元
首
と
し
て
の
天

皇
と
そ
の
世
襲
制
に
関
す
る
内
容
が
あ
る
（
28
）

）
に
則
っ
て
日
本
政
府

を
「
指
導
（guide

）」
す
る
た
め
の
憲
法
改
正
案
を
総
司
令
部
で

作
成
す
る
こ
と
を
示
し
、
翌
四
日
の
会
議
で
民
政
局
員
に
伝
え
た
（
29
）

。

約
一
週
間
と
い
う
短
期
間
の
作
業
の
後
、
二
月
一
三
日
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ

か
ら
改
正
憲
法
案
が
日
本
政
府
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
が
、
い
わ
ゆ
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
（
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
）
で
あ
る
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
で
は
、
皇
室
財
産
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ

た
（
30
）

。

A
rticle L

X
X
X
II

A
ll property of the Im

perial H
ousehold, other than 

the hereditary estates, shall belong to the nation. T
he 

incom
e from

 all Im
perial properties shall be paid into 

the national treasury, and allow
ances and expenses of 

一
五
八



Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
草
案
第
八
二
条
の
皇
室
財
政
規
定
と
「
世
襲
財
産
」（
山
田
）

（
一
五
九
）

（
後
の
極
東
委
員
会
）
と
会
合
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
の
会
合

で
は
、
民
政
局
は
調
査
団
に
対
し
て
、
自
分
た
ち
民
政
局
の
、
と

り
わ
け
行
政
課
（P

ublic A
dm
inistration B

ranch

）
の
概
要

（
組
織
・
役
割
・
活
動
）
を
説
明
し
た
あ
と
で
、
日
本
の
議
会
や

政
党
の
現
状
等
に
つ
い
て
解
説
を
し
て
い
る
（
35
）

。
そ
の
後
の
質
疑
応

答
で
は
、
憲
法
改
正
に
話
が
及
ん
だ
。
調
査
団
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
代

表
ト
マ
ス
・
コ
ン
フ
ェ
ソ
ー
ル
（T

om
as C

onfesor

）
か
ら
は
、

「
憲
法
改
正
に
つ
い
て
あ
な
た
方
（
民
政
局
）
は
検
討
し
て
い
る

か
」
と
い
う
問
い
か
け
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ケ
ー
デ
ィ

ス
（C

harles L
. K
ades

）
行
政
部
長
は
、
そ
れ
を
否
定
し
た
上

で
、
日
本
の
憲
法
改
正
を
極
東
委
員
会
の
管
轄
権
限
内
、
つ
ま
り

極
東
委
員
会
の
付
託
条
項
の
範
囲
に
存
す
る
事
項
で
あ
る
旨
を
確

認
し
て
い
る
。
ま
た
二
日
後
の
一
月
二
九
日
に
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

自
身
も
調
査
団
に
対
し
て
、
憲
法
改
正
問
題
に
つ
き
日
本
政
府
へ

は
示
唆
の
み
に
留
ま
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
（
36
）

。
と
こ
ろ
が
二
月

一
日
、
憲
法
問
題
調
査
委
員
会
の
試
案
が
毎
日
新
聞
に
ス
ク
ー
プ

さ
れ
る
と
、
事
態
は
急
転
す
る
。
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
は
、
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
に
宛
て
て
、「
最
高
司
令
官
の
た
め
の
メ
モ　

憲
法
の
改
革

に
つ
い
て
」
と
題
す
る
文
書
を
送
っ
た
。
こ
の
中
で
強
調
さ
れ
て

い
る
点
は
、
憲
法
改
正
に
つ
い
て
、
極
東
委
員
会
の
政
策
決
定
が

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

襲
財
産
の
文
言
そ
の
も
の
を
削
除
し
た
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
修
正
案
を

日
本
政
府
に
提
示
し
た
（
32
）

。
そ
こ
で
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
（
33
）

。

ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
修
正
案
第
八
十
四
条
「
す
べ
て
皇
室
財
産
は
国

に
属
す
る
。
す
べ
て
皇
室
の
費
用
は
国
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」

結
局
、
世
襲
財
産
の
文
言
が
削
除
さ
れ
た
こ
の
修
正
案
が
現
行

の
日
本
国
憲
法
第
八
八
条
の
素
地
と
な
っ
た
。
新
憲
法
の
制
定
を

め
ぐ
る
議
論
の
中
、
お
よ
そ
半
年
の
間
で
削
除
さ
れ
た
世
襲
財
産

に
関
す
る
規
定
だ
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
段
階
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ

う
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
の
か
。

〈
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
起
草
過
程
と
皇
室
財
政
規
定
〉

一
九
四
五
年
一
二
月
一
六
日
か
ら
モ
ス
ク
ワ
で
行
わ
れ
た
米
英

ソ
三
国
外
相
会
議
に
お
い
て
、
従
来
の
極
東
諮
問
委
員
会
（
Ｆ
Ｅ

Ａ
Ｃ
）
に
と
っ
て
か
わ
り
、
日
本
の
占
領
管
理
に
大
き
な
権
限
を

有
す
る
極
東
委
員
会
（
Ｆ
Ｅ
Ｃ
）
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
憲
法
問
題
を
含
む
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
対
日
権
限
は
、

後
に
極
東
委
員
会
の
影
響
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
（
34
）

。
翌

一
九
四
六
年
一
月
一
七
日
に
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
極
東
委
員
会
調
査
団

一
五
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
六
〇
）

二
月
七
日
に
行
わ
れ
た
第
一
次
試
案
に
対
す
る
討
議
の
後
に
で

き
た
こ
の
第
二
次
試
案
は
、
財
政
に
関
す
る
委
員
会
を
司
っ
て
い

た
リ
ゾ
ー
（F

rank.R
izzo

）
陸
軍
大
尉
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
上
記
皇
室
財
政
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
の
一
ヶ
月

前
の
一
九
四
六
年
一
月
七
日
に
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、

同
一
一
日
付
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
「
情
報
」
と
し
て
送
付
さ
れ
た

「
日
本
の
統
治
体
制
の
改
革
（S

W
N
C
C
228 （40

）
）」
に
お
い
て
示
さ

れ
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
っ
た
。
異
な
る
の
は
、
試
案
の“by 

the D
iet ”

の
部
分
がS

W
N
C
C
228

で
は“by the legislature ”

と
な
っ
て
い
る
点
だ
け
で
あ
る
。
見
て
わ
か
る
と
お
り
、
こ
の
段

階
で
は
、
一
切
の
皇
室
収
入
が
国
庫
に
帰
属
す
る
こ
と
、
お
よ
び

皇
室
費
を
毎
年
予
算
に
計
上
し
て
国
会
の
承
認
を
得
る
と
い
う
二

点
し
か
掲
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
に
お
け
る
皇
室
財
産

を
国
有
化
す
る
規
定
も
な
け
れ
ば
、
世
襲
財
産
の
除
外
規
定
も
含

ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
第
二
次
試
案
が
最
高
司
令
官
に
提
出
さ
れ

た
後
、
さ
ら
に
二
月
一
二
日
の
運
営
委
員
会
に
よ
っ
て
最
終
的
な

検
討
が
加
え
ら
れ
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
の
成
案
が
完
成
す
る
こ
と
に
な

る
が
（
41
）

、
こ
の
日
の
運
営
委
員
会
要
録
の
財
政
（F

inance

）
の
箇

所
に
は
、
皇
室
財
産
に
つ
い
て
興
味
深
い
内
容
が
残
さ
れ
て
い
る
（
42
）

。

T
he statem

ent of D
ietary control over the incom

e and 

な
い
限
り
は

・

・

・

・

・

、
日
本
の
占
領
と
管
理
に
関
す
る
他
の
重
要
事
項
の

場
合
と
同
様
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
そ
の
権
限
を
有
す
る
と
い
う
内

容
で
あ
っ
た
（
37
）

。
も
と
も
と
日
本
の
憲
法
改
革
に
つ
い
て
調
査
お
よ

び
準
備
を
し
て
き
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
が
一
つ
の
契
機

と
な
り
、
以
後
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
三
原
則
の
提
示
か
ら
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案

の
作
成
と
い
う
形
で
、
新
憲
法
制
定
に
大
き
く
関
与
し
始
め
る
。

と
こ
ろ
で
、
民
政
局
に
は
、
憲
法
起
草
の
た
め
に
運
営
委
員
会

を
は
じ
め
、
立
法
権
、
行
政
権
、
司
法
権
、
人
権
、
地
方
行
政
、

財
政
や
天
皇
・
授
権
規
定
に
関
す
る
委
員
会
の
合
計
八
つ
の
グ

ル
ー
プ
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
ご
と
に
草
案
の
起
草
作

業
が
進
め
ら
れ
た
（
38
）

。
民
政
局
内
部
の
一
連
の
作
業
内
容
に
つ
い
て

は
、
エ
ラ
マ
ン
（R

.E
llerm

an

）
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
会
議
の

要
録
が
あ
る
。
小
委
員
会
ご
と
に
議
論
し
て
作
成
さ
れ
た
第
一
次

試
案
を
運
営
委
員
会
で
検
討
し
た
末
に
第
二
次
試
案
が
で
き
あ
が

り
、
そ
こ
に
は
皇
室
財
政
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
規
定
案
が
記

さ
れ
て
い
る
（
39
）

。

A
rticle　

　

T
he entire incom

e of the Im
perial 

H
ousehold shall be turned into the public treasury and 
the expenses of the Im

perial H
ousehold shall be 

appropriated by the D
iet in the annual B

udget.

一
六
〇



Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
草
案
第
八
二
条
の
皇
室
財
政
規
定
と
「
世
襲
財
産
」（
山
田
）

（
一
六
一
）

外
と
し
た
の
は
、
ラ
ウ
エ
ル
（M

ilo E
.R
ow
ell

）
中
佐
の
提
案

に
基
づ
く
こ
と
、
三
つ
は
、
経
済
科
学
局
（
Ｅ
Ｓ
Ｓ
）
と
天
然
資

源
局
（
Ｎ
Ｒ
Ｓ
）
に
よ
る
文
書
（
民
政
局
も
同
意
を
与
え
て
い

る
）
で
は
、
徳
川
時
代
の
初
期
か
ら
皇
族
が
所
有
し
て
き
た
京
都

周
辺
の
皇
室
の
財
産
に
つ
い
て
は
国
有
化
の
例
外
と
し
て
は
ど
う

か
と
い
う
勧
告
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
目
の
点
は

ま
さ
に
、
こ
の
後
で
き
あ
が
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
の
成
案
第
八
二
条
の

規
定
内
容
と
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
が
こ
の
段
階
で
出
来
上
が
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
二
つ
目
お
よ
び
三
つ
目
の
点
は
、
本
稿
で
疑
問

を
提
示
し
た
「
世
襲
財
産
」
の
本
質
と
密
接
に
関
連
す
る
。
ラ
ウ

エ
ル
の
言
う
世
襲
財
産
が
、
経
済
科
学
局
と
天
然
資
源
局
の
提
案

し
た
京
都
周
辺
の
皇
室
財
産
と
同
じ
も
の
を
指
す
の
か
、
ま
た
は

こ
れ
を
含
む
も
の
な
の
か
、
も
し
く
は
別
の
も
の
な
の
か
、
両
者

の
関
係
は
こ
の
記
述
か
ら
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
（
43
）

。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案

の
起
草
過
程
に
お
い
て
、
皇
室
の
世
襲
財
産
規
定
に
関
与
し
た
者

（
部
局
）、
お
よ
び
国
有
化
の
具
体
的
な
例
外
ま
で
考
え
ら
れ
て
い

た
と
い
う
点
が
判
明
し
た
の
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
以
降
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と

日
本
と
の
折
衝
経
緯
を
検
討
す
る
上
で
も
一
つ
の
参
考
に
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

the expenditures of the Im
perial H

ousehold w
as m

ade 
m
ore em

phatic by explicitly stating that all property 
belonging to the Im

perial H
ousehold, other than 

hereditary estates shall belong to the nation, and the 
incom

e from
 all Im

perial properties shall be paid into 
the national treasury; allow

ances and expenses of the 
Im
perial H

ousehold shall be appropriated by the D
iet in 

the annual budget. O
n the suggestion of C

olonel R
ow
ell 

exception from
 national ow

nership w
as m

ade in the case 
of hereditary estates. A

n E
S
S
 and N

R
S
 paper, to w

hich 
the G

overnm
ent S

ection has given concurrence, 
recom

m
ended that exception from

 national ow
nership be 

m
ade for the Im

perial E
states around K

yoto that have 
belonged to the E

m
peror ’s fam

ily since the early 
T
okugaw

a S
hogun period.

こ
の
中
で
言
わ
れ
て
い
る
主
な
点
は
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
皇

室
の
収
入
お
よ
び
支
出
を
国
会
の
統
制
下
に
置
く
と
い
う
点
を
さ

ら
に
強
調
す
る
た
め
に
、
従
来
の
試
案
の
内
容
に
加
え
て
「
世
襲

財
産
を
除
く
一
切
の
皇
室
財
産
は
国
に
属
す
る
」
点
を
明
確
に
宣

明
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
二
つ
は
、
世
襲
の
財
産
を
国
有
化
の
例

一
六
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
六
二
）

じ
る
し
く
自
由
主
義
的
な
諸
規
定
」
と
評
価
す
る
項
目
で
、
研
究

会
案
に
あ
っ
た
皇
室
費
の
議
会
統
制
（「
皇
室
費
ハ
一
年
毎
ニ
議

会
ノ
同
意
ヲ
経
ヘ
シ
」）
を
そ
の
一
つ
に
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し

他
方
で
、
皇
室
財
産
や
世
襲
財
産
に
関
し
て
は
言
及
し
て
い
な
い

こ
と
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
が
発
表
さ
れ
た
後
の
二
月
末
、
鈴
木
安
蔵
が

そ
の
著
書
の
中
で
、
改
正
案
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
）
に
対
し
て
「
皇
室

の
世
襲
財
産
は
、
議
会
の
議
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
」
と
批
判
的

な
見
解
を
述
べ
て
い
る
点
に
鑑
み
る
と
、
憲
法
研
究
会
案
が
Ｇ
Ｈ

Ｑ
草
案
の
世
襲
財
産
と
い
う
箇
所
に
何
ら
か
の
影
響
力
を
持
っ
た

と
は
考
え
に
く
い
（
46
）

。
世
襲
財
産
に
関
す
る
規
定
は
、
や
は
り
Ｇ
Ｈ

Ｑ
内
部
に
お
い
て
、
一
九
四
六
年
一
月
中
に
固
め
ら
れ
た
方
針
を

最
終
段
階
で
条
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

さ
て
、
経
済
科
学
局
は
先
述
の
と
お
り
、
戦
後
早
く
か
ら
皇
室

財
産
の
価
額
算
出
や
財
産
取
引
な
ど
を
停
止
す
る
凍
結
処
理
を
実

施
し
、
皇
室
財
産
に
対
し
て
課
税
を
行
う
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
。

一
方
、
農
林
業
や
水
産
業
な
ど
に
関
す
る
施
策
の
立
案
・
助
言
を

行
っ
て
い
た
天
然
資
源
局
は
、
皇
室
財
産
（
主
に
御
料
林
な
ど
の

山
林
）
を
農
林
省
に
移
管
す
る
と
い
う
独
自
の
計
画
を
有
し
て
い

た
（
47
）

。
こ
の
よ
う
に
皇
室
財
産
に
つ
い
て
、
部
局
ご
と
に
課
税
と
農

林
省
移
管
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
立
場
が
あ
っ
た
が
、
一
九
四
六

〈
一
九
四
六
年
一
月
の
動
向
│
民
政
局
（
Ｇ
Ｓ
）・
経
済
科
学
局

（
Ｅ
Ｓ
Ｓ
）・
天
然
資
源
局
（
Ｎ
Ｒ
Ｓ
）
の
合
意
│
〉

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
起
草
段
階
に

お
け
る
世
襲
財
産
の
除
外
規
定
が
ラ
ウ
エ
ル
の
提
案
に
基
づ
く
も

の
で
あ
り
、
皇
室
財
産
に
関
す
る
政
策
を
主
に
担
当
し
て
い
た
の

が
、
民
政
局
、
経
済
科
学
局
、
天
然
資
源
局
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
三
者
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て

二
月
一
二
日
の
結
論
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
起
草
か
ら
遡
る
こ
と
一
ヶ
月
、
一
九
四
六
年
一
月

一
一
日
、
ラ
ウ
エ
ル
は
日
本
の
民
間
の
憲
法
研
究
グ
ル
ー
プ
の
憲

法
改
正
案
に
目
を
通
し
、
そ
れ
に
対
し
て
所
見
を
発
表
し
て
い
る
。

「
幕
僚
長
に
対
す
る
覚
書
│
私
的
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
憲
法
改
正
草

案
に
対
す
る
所
見
│
（
44
）

」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
民
間
の

憲
法
研
究
グ
ル
ー
プ
と
い
う
の
は
、
高
野
岩
三
郎
を
は
じ
め
鈴
木

安
蔵
や
森
戸
辰
男
と
い
っ
た
メ
ン
バ
ー
か
ら
成
る
憲
法
研
究
会
の

こ
と
で
、
こ
の
研
究
会
案
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
に
対
し
て
一
定
の
影
響

を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
二
月
二
八
日
に
完
成
し
た
研
究
会
案
は
、
早
く
も
年
内
の
う
ち

に
翻
訳
に
着
手
さ
れ
、
そ
の
後
細
部
の
修
正
が
な
さ
れ
た
も
の
に

ラ
ウ
エ
ル
が
目
を
通
し
た
（
45
）

。
所
見
の
中
で
ラ
ウ
エ
ル
は
、「
い
ち

一
六
二



Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
草
案
第
八
二
条
の
皇
室
財
政
規
定
と
「
世
襲
財
産
」（
山
田
）

（
一
六
三
）

よ
っ
て
世
伝
御
料
を
解
除
し
て
普
通
御
料
と
し
て
か
ら
で
な
い
と

実
施
で
き
な
い
の
で
現
実
的
で
な
い
点
を
挙
げ
て
反
論
し
た
。
こ

の
会
議
に
先
立
っ
て
ラ
ウ
エ
ル
は
皇
室
財
産
に
つ
い
て
ホ
イ
ッ
ト

ニ
ー
宛
に
一
つ
の
覚
書
を
送
っ
て
い
る
（
51
）

。
こ
の
中
で
、
す
で
に
経

済
科
学
局
に
よ
る
皇
室
財
産
へ
の
課
税
と
い
う
案
に
賛
同
し
て
い

た
ラ
ウ
エ
ル
は
、
そ
こ
に
天
然
資
源
局
の
提
案
を
盛
り
込
ん
だ
折

衷
案
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
提
示
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
①
御
料

地
と
い
う
名
の
土
地
財
産
は
、
世
襲
財
産
を
除
い
て
、
す
べ
て
農

林
省
に
移
管
す
る
こ
と
、
②
世
襲
財
産
は
皇
室
の
私
的
財
産
と
し

て
保
有
さ
れ
、
課
税
対
象
と
な
る
こ
と
、
③
帝
室
博
物
館
の
財
産

は
、
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
省
庁
に
移
管
す
る
こ
と
、
④
す
べ
て
の
流

動
財
産
は
、
皇
室
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
機
関
へ
移
管
さ
れ
る
こ

と
、
⑤
す
べ
て
の
皇
族
財
産
は
、
私
的
財
産
と
し
て
皇
族
に
返
す

こ
と
、
⑥
禁
衛
府
お
よ
び
学
習
院
を
宮
内
省
か
ら
除
外
す
る
こ
と
、

と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
52
）

。
ま
さ
に
①
と
②
の
点
が
、
天
然
資
源

局
と
経
済
科
学
局
の
主
張
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
入
れ
た
形
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
な
の
が
、
②
の

「
世
襲
財
産
は
皇
室
の
私
的
財
産
と
し
て
保
有
さ
れ
、
課
税
対
象

と
な
る
こ
と
」
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
ラ
ウ
エ
ル
は
こ
の
提
案
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

年
一
月
二
九
日
に
経
済
科
学
局
と
天
然
資
源
局
と
民
政
局
、
三
者

の
代
表
が
参
加
し
て
非
公
式
に
ひ
ら
か
れ
た
会
議
に
お
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
考
え
方
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
日
の
会
議
へ
の
出
席
者
は
、
民
政
局
の
ラ
ウ
エ
ル
、
経
済

科
学
局
の
ハ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
（R

olland F
. H
atfi eld

）、
天
然

資
源
局
の
ス
ウ
ィ
ン
グ
ラ
ー
（W

.S
.S
w
ingler

）
な
ど
で
あ
っ
た
。

ス
ウ
ィ
ン
グ
ラ
ー
は
天
然
資
源
局
の
従
来
ど
お
り
の
考
え
、
す
な

わ
ち
皇
室
所
有
の
山
林
を
農
林
省
に
移
管
す
る
と
い
う
こ
と
を
改

め
て
主
張
し
た
（
48
）

。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
昨
今
、
当
該
山
林
か
ら
材

木
が
盗
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
山
火
事
の
起
こ
り
や
す
い
季
節
に

な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
万

五
〇
〇
〇
エ
ー
カ
ー
以
上
の
も
の
は
国
有
と
し
、
そ
れ
以
下
の
散

在
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
公
共
体
に
渡
す
の
が
よ

い
と
い
う
提
案
を
お
こ
な
っ
た
（
49
）

。
ま
た
こ
れ
ら
の
土
地
森
林
を
戦

時
賠
償
に
充
て
る
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
は
、
土
地
の
買
い
手
も

い
な
け
れ
ば
、
売
却
で
き
る
材
木
を
用
意
す
る
時
間
も
か
か
る
と

し
て
、
反
対
し
て
い
る
（
50
）

。
こ
れ
に
対
し
て
経
済
科
学
局
の
ハ
ッ
ト

フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
天
皇
が
こ
れ
ら
の
土
地
を
下
賜
し
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
天
然
資
源
局
の
言
う
よ
う
な
形
で
山
林
を

農
林
省
に
移
管
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
天
皇
の
勅
書
に

一
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三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
六
四
）

す
サ
イ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
天
皇
の
私
的
財
産
は
、
他
の

い
か
な
る
人
の
私
的
財
産
と
同
じ
法
律
に
従
う
の
で
あ
る
（
53
）

。」

ラ
ウ
エ
ル
は
、
天
皇
を
一
般
国
民
（private citizen

）
と
同

じ
に
捉
え
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
国
有
化
の
例
外
と
し
て

天
皇
の
手
元
に
残
す
世
襲
財
産
も
私
的
財
産
で
あ
る
し
、
国
民
と

同
様
の
法
律
に
基
づ
い
た
課
税
対
象
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
課
税
は
、
日
本
政
府
自
身
の
手
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ

れ
る
の
が
望
ま
し
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
先

の
一
月
二
四
日
の
覚
書
で
ラ
ウ
エ
ル
は
、「
経
済
科
学
局
は
、
天

皇
の
財
産
が
公
的
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
か
、
私
的
と
み
な
さ
れ
る

べ
き
か
と
い
う
問
題
が
複
雑
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
結
論
に
は

至
っ
て
い
な
い
。JC

S
1380-15

に
お
い
て
は
、
皇
室
財
産
は
公

的
財
産
と
し
て
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
」
旨

を
記
し
て
い
る
（
54
）

。JS
C
1380-15

と
い
う
の
は
、
一
九
四
五
年

一
一
月
三
日
に
統
合
参
謀
本
部
（
Ｊ
Ｃ
Ｓ
）
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
命
令
さ
れ
た
「
降
伏
後
に
お
け
る
初
期
の
基
本

的
指
令
（JC

S
1380-15 “B

asic Initial P
ost S

urrender 
D
irective to S

uprem
e C
om
m
ander for the A

llied P
ow
ers 

for the O
ccupation and C

ontrol of Japan ”

）」
の
こ
と
で
あ

る
。
皇
室
財
産
の
公
私
に
つ
い
て
、
こ
の
指
令
の
中
で
言
わ
れ
て

「
天
皇
の
財
産
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
天

皇
を
崇
敬
し
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
、
重
大
な
る
関
心
事
で
あ
る
。

天
皇
に
よ
る
国
民
の
統
制
な
く
し
て
は
、
我
々
の
占
領
政
策
は
成

し
得
な
い
。
我
々
は
、
天
皇
を
原
因
と
す
る
い
か
な
る
問
題
も
決

し
て
起
こ
さ
な
い
。
…
（
中
略
）
…
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
な
ら
、
こ
の

よ
う
な
皇
室
の
財
産
を
我
々
が
取
り
上
げ
る
と
い
う
や
り
方
で
は

な
く
、
日
本
政
府
に
天
皇
の
財
産
を
取
り
上
げ
さ
せ
る
と
い
う
方

法
を
良
し
と
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
が
も
っ
と
も
望

ま
し
い
や
り
方
で
あ
る
。
我
々
は
自
ら
改
革
を
進
め
よ
う
と
す
る

日
本
政
府
に
対
し
て
、
問
題
が
ご
く
本
質
的
で
あ
っ
た
り
、
我
々

が
望
ま
な
い
こ
と
を
な
そ
う
と
し
た
り
し
て
い
る
と
き
に
だ
け
、

命
令
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
…
（
中
略
）
…
天
皇
は
自
身
の
世

襲
の
資
産
を
持
つ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
日
本
政
府
が
課
税
す
る
。

も
し
そ
の
た
め
の
金
銭
を
用
意
で
き
る
な
ら
良
し
。
も
し
で
き
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
資
産
を
売
却
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
天
皇

が
財
産
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
国
民
の
立
場
に
お
い
て
保

有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天
皇
は
国
会
か
ら
そ
の
費
用
を
受
け

取
る
が
、
こ
の
こ
と
は
我
々
が
天
皇
を
一
種
の
国
家
的
機
関
（a 

state functionary

）
と
し
て
で
は
な
く
、
一
人
の
人
間
（a 

hum
an being

）
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
適
度
に
示

一
六
四



Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
草
案
第
八
二
条
の
皇
室
財
政
規
定
と
「
世
襲
財
産
」（
山
田
）

（
一
六
五
）

く
も
っ
て
明
白
に
公
的
財
産
で
あ
る
。
普
通
御
料
の
ほ
う
は
、
私

的
財
産
と
い
う
面
が
幾
分
あ
る
」
と
答
え
た
。
ラ
ウ
エ
ル
は
、

「
概
し
て
、
皇
室
財
産
は
、
国
家
に
帰
属
す
る
公
的
財
産
に
か
な

り
近
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
財
産
は
、
皇
室
の
維
持
お
よ

び
扶
養
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
た
（
58
）

。
こ
こ
か
ら

は
、
当
時
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
で
は
、
戦
前
の
日
本
の
皇
室
財
産
に
関
す
る

調
査
研
究
が
か
な
り
進
ん
で
お
り
、
し
か
も
そ
の
内
容
は
相
当
程

度
ま
で
把
握
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
皇
室
財

産
を
「
公
的
」
と
捉
え
る
認
識
が
あ
っ
て
な
お
そ
の
上
で
、
天
皇

を
一
般
国
民
と
同
様
に
扱
い
、
そ
の
世
襲
財
産
を
私
的
財
産
と
み

な
し
課
税
対
象
に
す
る
と
い
う
結
論
を
導
い
た
点
は
、
非
常
に
重

要
な
意
味
を
持
つ
。

二
月
二
日
に
は
、
ラ
ウ
エ
ル
か
ら
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
宛
に
、
こ
の

日
の
合
意
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
覚
書
が
送
ら
れ
た
（
59
）

。
こ
の
合
意
に
し

た
が
っ
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
第
八
二
条
の
皇
室
財
政
規
定
の
形
が
で

き
あ
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四　

総
括

本
稿
で
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
に
お
い
て
初
め
て
規
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
「
世
襲
財
産
」
の
意
義
を
、
草
案
が
成
立
す
る
ま
で
の

い
る
こ
と
と
会
議
で
の
結
論
が
異
な
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ

る
（
55
）

。
ハ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
は
こ
の
点
に
つ
い
て
「
す
べ
て
の
皇
室

財
産
は
公
的
財
産
と
み
な
す
と
い
う
趣
旨
の
指
令
を
ワ
シ
ン
ト
ン

か
ら
受
け
て
い
る
。
も
し
我
々
が
天
皇
に
世
襲
財
産
の
保
持
を
認

め
る
と
な
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ワ
シ
ン
ト
ン
の
承
認
を
得

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
発
言
し
て
い
る
（
56
）

。
し

か
し
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
会
議
に
出
席
し
て
い
た
法
務
局

（
Ｌ
Ｓ
）
の
コ
バ
ー
ト
（C

overt
）
は
、「
皇
室
財
産
の
処
理
や

そ
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
当
然
に
天
然
資
源
局
、
経
済
科
学
局
、

そ
し
て
民
政
局
が
問
題
の
適
切
な
処
置
の
た
め
に
決
定
を
お
こ
な

う
」
と
答
え
、
そ
の
主
た
る
管
轄
権
限
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
あ
る
こ
と
を

改
め
て
確
認
し
た
（
57
）

。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
後
コ
バ
ー
ト
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え

て
、
皇
室
財
産
の
公
私
が
よ
く
理
解
で
き
な
い
と
改
め
て
質
問
し

て
い
る
。
ハ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
は
「
皇
室
は
、
皇
室
財
産
の
法
律

上
の
所
有
者
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、「
皇
室
財
産
に
は
そ
の
扱

い
が
異
な
る
二
種
類
の
財
産
が
あ
る
。
一
つ
は
世
伝
御
料
で
あ
り
、

一
つ
は
普
通
御
料
で
あ
る
。
前
者
は
勅
書
が
な
け
れ
ば
譲
渡
で
き

ず
、
課
税
も
さ
れ
な
い
。
後
者
は
譲
渡
は
可
能
だ
が
、
や
は
り
課

税
は
さ
れ
な
い
」
と
説
明
し
た
あ
と
、「
世
伝
御
料
は
、
ま
っ
た

一
六
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
六
六
）

こ
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
ま
で
の
立
法
経
緯
を
見
る
限
り
で
は
、
冒
頭

に
問
題
提
起
し
た
「
世
襲
財
産
は
私
的
財
産
の
ひ
と
つ
で
あ
る
」

と
い
う
通
説
的
解
釈
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
間
違
い
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
但
し
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
次
の
二
点

を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
点
は
、
草
案
起
草
段
階
で
は
、

森
林
や
土
地
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
み
で
三
種
の
神
器
な

ど
の
特
殊
な
動
産
の
扱
い
に
つ
い
て
は
ま
だ
触
れ
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
（
し
た
が
っ
て
世
襲
財
産
と
い
っ
て
も
今
と
ま
っ
た
く
同
じ

も
の
を
指
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
）、
そ
し
て

も
う
一
点
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
背
景
に
は
「
皇
室
財
産
に
課

税
を
す
る
」
と
い
う
目
的
先
に
あ
り
き
の
思
想
が
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
皇
室
財
産
は
元
来
公
的
性
格
を
有
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
戦
後
七
〇
年
が
経
と
う
と
す
る

今
日
に
お
い
て
も
皇
室
財
産
に
対
す
る
課
税
が
な
さ
れ
る
こ
と
を

当
時
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
予
想
・
計
画
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、

明
治
期
か
ら
戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部
の
認
識
に
至
る
ま
で
、
皇
室
の
財

産
が
「
公
的
性
格
」
の
強
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
本
稿
で
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
従
来
の

世
伝
御
料
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
普
通
御
料
で
す
ら
純
粋
に
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
な
も
の
で
は
な
く
公
的
性
格
を
帯
び
る
も
の
で
あ
っ
た
。

関
係
部
局
の
覚
書
や
史
料
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
具
体
的
に
は
、
①
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
に
至
る
過
程
で
、
皇
室
財

産
に
つ
い
て
そ
の
管
轄
を
有
し
て
い
た
の
は
、
経
済
科
学
局
、
天

然
資
源
局
、
民
政
局
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
最
終
的
に
は
民
政
局
の

ラ
ウ
エ
ル
が
中
心
と
な
っ
て
、
規
定
の
骨
子
が
作
ら
れ
た
こ
と
、

③
彼
ら
は
戦
前
の
皇
室
財
産
の
特
殊
性
（
公
的
性
格
）
や
そ
の
制

度
を
理
解
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
、
天
皇
を
国
民
と

同
じ
よ
う
に
捉
え
る
趣
旨
で
、
世
襲
財
産
を
課
税
対
象
と
な
る
私

的
財
産
と
み
な
し
た
こ
と
、
が
今
回
の
研
究
で
新
た
に
判
明
し
た

点
で
あ
る
。JC

S
1380-15

に
お
い
て
皇
室
財
産
が
公
的
で
あ
る

と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
天
皇
を
私
的
人
間
と
捉
え
る
こ
と

で
そ
の
財
産
も
私
的
で
あ
る
と
考
え
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
間
に
、
何
ら

か
の
作
用
も
し
く
は
政
策
的
意
図
が
働
い
た
か
ど
う
か
は
現
時
点

で
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
後
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
極
東
委
員

会
と
の
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
加
え
て
、
二
月
一
二
日

の
運
営
委
員
会
要
録
に
あ
っ
た
世
襲
財
産
の
具
体
的
内
容
が
何
に

基
づ
い
て
い
る
の
か
、
一
月
二
九
日
に
と
り
か
わ
さ
れ
た
意
見
な

ど
が
、
そ
の
後
の
憲
法
制
定
過
程
に
お
け
る
皇
室
財
産
論
議
に
ど

の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
か
、
と
い
っ
た
部
分
は
さ
ら
に
究
明
が

必
要
な
点
で
あ
る
。

一
六
六



Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
草
案
第
八
二
条
の
皇
室
財
政
規
定
と
「
世
襲
財
産
」（
山
田
）

（
一
六
七
）

（
1
） 

詳
細
は
、
拙
稿
「
近
代
皇
室
の
私
的
財
産
に
関
す
る
一
考
察

│
皇
室
財
政
制
度
の
実
態
と
変
遷
│
」
日
本
大
学
大
学
院
法
学
研

究
科
『
法
学　

研
究
年
報
』
第
三
六
号
（
二
〇
〇
六
年
）
七
八
頁

以
下
、
及
び
「
皇
室
財
産
の
公
私
と
そ
の
問
題
点
」
憲
法
学
会

『
憲
法
研
究
』
第
四
二
号
（
二
○
一
〇
年
）
一
○
五
頁
以
下
を
参
照

さ
れ
た
い
。
費
用
に
関
し
て
は
、
皇
室
行
事
に
支
出
さ
れ
る
費
用

の
性
格
（
そ
れ
ぞ
れ
の
行
事
の
性
格
と
関
連
し
て
）
や
、
内
廷

費
・
宮
廷
費
・
皇
族
費
の
分
類
の
不
明
確
性
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。

ま
た
財
産
に
つ
い
て
は
、
毎
年
国
会
の
議
決
を
経
て
国
庫
か
ら
支

出
さ
れ
る
皇
室
費
の
残
余
を
積
み
立
て
た
皇
室
財
産
の
法
的
位
置

づ
け
（
皇
室
経
済
法
四
条
二
項
に
は
「
内
廷
費
と
し
て
支
出
さ
れ

た
も
の
は
、
御
手
元
金
と
な
る
も
の
と
し
、
宮
内
庁
の
経
理
に
属

す
る
公
金
と
し
な
い
。」
と
あ
る
が
、
そ
の
実
際
の
使
途
に
鑑
み
て

こ
れ
を
た
だ
ち
に
私
金
と
解
し
て
よ
い
か
）
な
ど
に
関
し
て
未
だ

議
論
が
不
十
分
で
あ
る
点
に
言
及
し
て
い
る
。

（
2
） 

森
暢
平
『
天
皇
家
の
財
布
』（
新
潮
新
書
、
二
〇
〇
三
年
）

一
一
九
頁
以
下
。
御
由
緒
物
と
さ
れ
た
も
の
の
内
訳
は
、
三
種
の

神
器
関
連
五
件
（
八
咫
鏡
、
八
尺
瓊
勾
玉
、
天
叢
雲
剣
の
三
種
の

神
器
と
宮
中
三
殿
〈
賢
所
・
神
殿
・
皇
霊
殿
〉、
壷
切
の
御
剣
）、

儀
式
関
連
・
古
文
書
類
五
五
五
件
（
東
山
御
文
庫
の
収
蔵
品
な
ど
）、

装
身
具
類
二
〇
件
（
冠
、
胸
飾
り
、
腕
輪
、
指
輪
、
扇
子
な
ど
）

と
な
っ
て
い
る
。

（
3
） 
野
中
俊
彦　

中
村
睦
男　

高
橋
和
之　

高
見
勝
利
『
憲
法
Ⅰ

（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
四
一
頁
、
佐
藤
幸
治

そ
し
て
そ
の
上
で
あ
え
て
天
皇
を
国
民
一
般
と
同
様
に
み
な
し
て

そ
の
財
産
に
課
税
す
る
た
め
に
世
襲
財
産
を
私
的
財
産
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ

が
断
じ
た
点
は
再
度
強
調
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
な

立
法
経
緯
に
鑑
み
る
と
、
現
在
、
皇
室
へ
の
費
用
や
そ
の
財
産
を

明
確
に
「
公
」
と
「
私
」
と
い
う
よ
う
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
な

の
か
ど
う
か
（
60
）

、
ま
た
皇
室
に
お
け
る
「
公
」「
私
」
の
概
念
と
は

何
か
と
い
う
根
源
的
な
疑
問
も
生
じ
て
く
る
。
公
私
を
峻
別
す
る

こ
と
が
、
現
実
に
は
た
と
え
ば
、
支
出
を
伴
う
皇
室
祭
祀
の
性
格

（
一
連
の
皇
室
祭
祀
や
儀
式
も
途
中
で
そ
の
性
格
が
か
わ
る
た
め
、

政
教
分
離
の
観
点
か
ら
支
出
名
目
も
か
わ
る
）
や
、
冒
頭
に
述
べ

た
皇
室
財
産
に
対
す
る
税
の
賦
課
と
い
っ
た
重
要
な
問
題
に
も
派

生
す
る
の
で
あ
る
。

今
回
明
ら
か
に
し
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
起
草
過
程
に
お
け
る
皇
室
財

産
の
取
り
扱
わ
れ
方
は
、
現
在
の
皇
室
財
産
・
世
襲
財
産
の
性
質

を
め
ぐ
る
議
論
に
も
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
う

え
で
今
後
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
以
後
の
立
法
経
緯
は
も
と
よ
り
、
皇

室
経
済
法
に
規
定
さ
れ
る
皇
室
費
の
性
格
や
、
課
税
に
関
す
る
他

国
王
室
と
の
比
較
と
い
っ
た
多
角
的
な
視
野
か
ら
の
論
及
も
試
み

た
い
。

一
六
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
六
八
）

は
、
相
当
の
収
入
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
た
か
ら
、
皇
室
典
範
か
ら
動
産
に
関
す
る
明
文
は
削
除
さ
れ

た
が
、
枢
密
院
諮
詢
案
に
は
、
正
倉
院
宝
庫
の
御
物
も
列
挙
さ
れ

て
い
た
と
い
う
。

（
11
） 

美
濃
部
達
吉
『
新
憲
法
概
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
四
七
年
）

七
二
頁
、
宮
澤
・
芦
部
、
前
掲
書
七
三
五
頁
。

（
12
） 

川
田
、
前
掲
書
二
五
八
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
13
） 

有
賀
長
雄
「
国
家
と
宮
中
と
の
関
係
」
国
家
学
会
事
務
所

『
國
家
學
會
雜
誌
』
一
六
七
号
（
一
九
〇
一
年
）
一
頁
。

（
14
） 

穂
積
八
束　

著　

三
浦
裕
史　

解
説
『
皇
室
典
範
講
義
・
皇

室
典
範
増
補
講
義　

日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
二
六
四
』（
信
山
社
、

二
〇
〇
三
年
）
二
七
〇
頁
以
下
。

（
15
） 

川
田
、
前
掲
書
一
九
三
頁
。

（
16
） 

酒
巻
、
前
掲
書
一
九
七
頁
。

（
17
） 

酒
巻
、
前
掲
書
一
九
七
頁
。

（
18
） 

美
濃
部
、
前
掲
書
七
二
頁
。

（
19
） 

世
伝
御
料
の
内
容
は
、
明
治
二
三
年
宮
内
省
告
示
第
二
十
七

号
で
次
の
よ
う
に
勅
定
さ
れ
た
。（
有
賀
長
雄　

編　

三
浦
裕
史　

解
題
『
帝
室
制
度
稿
本　

日
本
立
法
資
料
全
集
』（
信
山
社
、

二
〇
〇
一
年
）
一
七
八
頁

宮
城　
　
　
　
　
　

東
京
府

赤
阪
離
宮　
　
　
　

東
京
府

靑
山
離
宮　
　
　
　

東
京
府

濱
離
宮　
　
　
　
　

東
京
府

『
憲
法
（
第
三
版
）』（
青
林
書
院
、
一
九
九
六
年
）
二
六
〇
頁
、
宮

澤
俊
義　

著　

芦
部
信
喜　

補
訂
『
全
訂　

日
本
国
憲
法
』（
日
本

評
論
社
、
一
九
七
八
年
）
七
三
五
頁
、
佐
藤
功
『
日
本
国
憲
法
概

説
』（
学
陽
書
房
、
一
九
九
六
年
）
三
五
七
頁
な
ど
。

（
4
） 

小
林
宏　

島
善
高
『
日
本
立
法
資
料
全
集　

明
治
皇
室
典
範

（
上
）』（
信
山
社
、
一
九
九
七
年
）
二
五
八
頁
。
こ
の
内
容
は
、
国

憲
取
調
委
員
の
横
山
由
清
が
「
国
憲
按
載
ス
ル
所
ノ
皇
帝
所
有
ノ

不
動
産
及
ヒ
歳
入
ノ
事
ニ
就
テ
予
定
ス
ル
所
ノ
意
見
案
」（
明
治
九

年
一
〇
月
）
の
中
で
述
べ
て
い
る
。

（
5
） 

皇
室
財
産
設
定
を
め
ぐ
る
議
論
や
、
皇
室
令
の
成
立
経
緯
に

つ
い
て
は
、
川
田
敬
一
『
近
代
日
本
の
成
立
と
皇
室
財
産
』（
原
書

房
、
二
〇
〇
二
年
）
四
一
頁
以
下
が
詳
し
い
。

（
6
） 

酒
巻
芳
男
『
皇
室
制
度
講
話
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
）

一
九
八
頁
。

（
7
） 

皇
室
財
産
令
第
一
五
条
に
い
う
公
用
徴
収
の
場
合
は
別
で
あ

る
。

（
8
） 

こ
の
た
め
に
旧
典
範
第
四
六
条
、
皇
室
財
産
令
第
一
三
条
の

宮
内
大
臣
に
よ
る
公
告
規
定
が
あ
る
。

（
9
） 

皇
室
財
産
令
第
三
条
「
民
法
第
一
編
乃
至
第
三
編
商
法
及
附

属
法
令
ハ
皇
室
典
範
及
本
令
其
ノ
他
ノ
皇
室
令
ニ
別
段
ノ
定
ナ
キ

ト
キ
ニ
限
リ
御
料
ニ
関
シ
之
ヲ
準
用
ス
」

（
10
） 

佐
藤
達
夫　

著　

佐
藤
功　

補
訂
『
日
本
国
憲
法
成
立
史　

第
三
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）
二
五
八
頁
。
な
お
、
川
田
、

前
掲
書
六
一
頁
に
よ
れ
ば
、
世
伝
御
料
は
皇
城
・
離
宮
な
ど
以
外

一
六
八



Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
草
案
第
八
二
条
の
皇
室
財
政
規
定
と
「
世
襲
財
産
」（
山
田
）

（
一
六
九
）

錦
織
御
料
地　
　
　

岐
阜
縣

北
上
川
御
料
地
北
海
道
（
石
狩
國
）

な
お
、『
皇
室
財
産
た
る
御
料
地
は
一
三
五
万
町
歩
に
上
る
が
、

大
体
が
明
治
十
八
年
か
ら
二
十
三
年
に
国
有
財
産
か
ら
切
り
換
へ

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
帝
室
林
野
局
五
十
年
史
」（
六
〇
六
頁
）

に
よ
れ
ば
、
そ
の
国
有
財
産
は
幕
府
時
代
の
幕
府
領
又
は
藩
領
で

あ
っ
た
も
の
を
国
有
と
し
た
』
と
い
う
。
里
見
岸
雄
『
萬
世
一
系

の
天
皇
』（
錦
正
社
、
一
九
六
一
年
）
二
六
八
〜
二
七
一
頁
。

（
20
） 

北
山
冨
久
二
郎
「
皇
室
財
政
の
変
遷
」
学
習
院
大
学
政
経
学

会
『
学
習
院
大
学
政
経
学
部
研
究
年
報
』
Ⅰ
巻
（
一
九
五
三
年
）

五
〇
六
頁
以
下
。

（
21
） 

こ
の
通
達
で
は
、
日
本
の
財
政
金
融
に
関
す
る
多
く
の
事
項

に
つ
き
、
そ
の
詳
細
報
告
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

こ
の
中
で
皇
室
財
政
の
現
況
報
告
も
要
求
し
て
い
る
こ
と
は
、
皇

室
を
い
わ
ゆ
る
「
金
銭
ギ
ャ
ン
グ
の
最
大
の
も
の
（the greatest 

of the “M
oney G

ang”

）」
と
ア
メ
リ
カ
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
意

味
す
る
。
こ
れ
は
、
初
期
の
対
日
方
針
の
中
、「
経
済
」
の
章
の
中

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
日
本
の
大
部
分
を
支
配
し
た
金
融
及
び
金

融
上
の
大
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
解
体
を
指
示
す
べ
き
こ
と
」
と

い
う
文
言
の
趣
旨
と
も
一
致
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
黒
田

久
太
『
天
皇
家
の
財
産
』（
三
一
書
房
、
一
九
六
六
年
）
一
三
八
頁
。

（
22
） 

芦
部
信
喜　

高
見
勝
利
『
日
本
立
法
資
料
全
集
七　

皇
室
経

済
法
』（
信
山
社
、
一
九
九
二
年
）
六
頁
。
な
お
、
詳
細
な
皇
室
財

産
評
価
額
内
訳
は
、“H

oldings of Im
perial H

ousehold as of 1 

芝
離
宮　
　
　
　
　

東
京
府

京
都
皇
居　
　
　
　

京
都
府

二
條
離
宮　
　
　
　

京
都
府

桂
離
宮　
　
　
　
　

京
都
府

修
學
院
離
宮　
　
　

京
都
府

函
根
離
宮　
　
　
　

神
奈
川
縣

正
倉
院
寶
庫　
　
　

奈
良
縣

三
年
町
御
料
地　
　

東
京
府

高
輪
御
料
地　
　
　

東
京
府

上
野
御
料
地　
　
　

東
京
府

南
豊
島
御
料
地　
　

東
京
府

函
根
御
料
地　
　
　

神
奈
川
縣

畝
傍
山
御
料
地　
　

奈
良
縣　

山
梨
縣

度
會
御
料
地　
　
　

三
重
縣

富
士
御
料
地　
　
　

靜
岡
縣

天
城
山
御
料
地　
　

伊
豆
國

千
頭
御
料
地　
　
　

靜
岡
縣　

長
野
縣

萩
原
御
料
地　
　
　

山
梨
縣

丹
澤
御
料
地　
　
　

靜
岡
縣　

神
奈
川
縣　

山
梨
縣

三
方
御
料
地　
　
　

靜
岡
縣

相
川
御
料
地　
　
　

山
梨
縣

木
曾
御
料
地　
　
　

長
野
縣　

岐
阜
縣

七
京
御
料
地　
　
　

岐
阜
縣

段
戸
御
料
地　
　
　

愛
知
縣

一
六
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
七
〇
）

（
28
） 

高
柳
賢
三　

大
友
一
郎　

田
中
英
夫
『
日
本
国
憲
法
制
定
の

過
程
Ⅰ　

原
文
と
翻
訳
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
）
九
九
頁
。

（
29
） 

江
藤
淳
『
占
領
史
録　

第
三
巻　

憲
法
制
定
過
程
』（
講
談
社
、

一
九
八
二
年
）
一
六
二
頁
〜
一
七
〇
頁
。

（
30
） 

高
柳
・
大
友
・
田
中
、
前
掲
書
二
九
九
頁
。
な
お
、
同
書
に

よ
れ
ば
「
皇
室
ノ
一
切
ノ
財
産
ハ
国
民
ニ
帰
属
ス
ヘ
シ
」
の
部
分

の
「nation

」
を
「
国
」
と
す
る
が
、
一
九
四
六
年
二
月
二
六
日

臨
時
閣
議
で
配
布
さ
れ
た
外
務
省
仮
訳
は
、「
国
民
」
と
な
っ
て
い

る
（
本
文
は
こ
ち
ら
に
拠
っ
た
）。
三
月
五
日
案
以
降
は
「
国
」
に

な
っ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
て
、
こ
こ
で
のnation

は
国
の
意
味

に
解
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

（
31
） 

詳
し
い
経
過
に
つ
い
て
は
、
川
田
敬
一
「
日
本
国
憲
法
制
定

過
程
に
お
け
る
皇
室
財
産
論
議
│
『
皇
室
経
済
法
』
制
定
前
史
二

│
」
金
沢
工
業
大
学
日
本
学
研
究
所
紀
要
『
日
本
学
研
究　

第
七

号
』（
二
〇
〇
四
年
）
二
五
一
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

（
32
） 

ケ
ー
デ
ィ
ス
お
よ
び
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
に
よ
る
修
正
案
で
「
世

襲
財
産
」
が
削
除
さ
れ
た
趣
旨
は
、「
皇
室
は
一
旦
は
す
べ
て
の
財

産
を
失
う
こ
と
に
な
る
が
、
今
後
、
予
算
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
を

節
約
し
、
ま
た
、
第
八
条
の
献
上
の
途
を
経
て
私
有
財
産
を
築
き

上
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
原
案
で
は
、
い
か
に
財
産
を
持
っ

て
も
収
入
は
得
ら
れ
ず
タ
イ
ト
ル
（
名
目
）
だ
け
と
な
る
。」「
こ

の
案
（
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
案
）
で
あ
れ
ば
、
一
切
の
皇
室
財
産
は
国

有
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
何
が
皇
室
財
産
で
あ
る
か
は
日

本
政
府
で
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
中
に
は
、

S
eptem

ber 1945”

（
六
一
頁
）
参
照
の
こ
と
。
こ
の
価
額
は
当
時

の
国
家
予
算
の
お
よ
そ
三
％
に
あ
た
り
、
現
在
の
価
値
に
し
て
二

兆
五
〇
〇
〇
万
円
相
当
で
あ
る
。

（
23
） M

em
orandum

: Im
position of C

ontrols over P
roperty 

of the Im
perial H

ousehold 14.N
ovem

ber1945　

芦
部
・
高
見
、

前
掲
書
六
五
頁
。

（
24
） S

C
A
P
IN
  A

G
091.3

（18 N
ov.45

） E
S
S
/ F

I 
M
em
orandum

 for: Im
perial Japanese/G

overnm
ent 

芦
部
・

高
見
、
前
掲
書
六
八
頁
。

（
25
） 

芦
部
・
高
見
、
前
掲
書
六
五
頁
。
項
目
ａ
〜
ｉ
で
は
、
例
え

ば
土
地
や
不
動
産
、
有
価
証
券
、
建
築
美
術
品
な
ど
一
切
の
重
要

資
産
の
処
分
や
取
得
、
皇
室
の
所
有
す
る
有
価
証
券
に
関
す
る
議

決
・
一
切
の
議
決
権
の
行
使
を
は
じ
め
、
第
一
次
予
備
金
・
第
二

次
予
備
金
（
皇
室
会
計
令
第
三
一
条
）
の
一
切
の
支
出
に
至
る
ま

で
、
す
べ
て
に
つ
い
て
総
司
令
部
の
事
前
の
許
可
を
必
要
と
し
て

い
る
。

（
26
） A

K
IN
; M
em
orandum

 S
ubject “P

ublic F
inance” 24.

O
tober 1945 

（
伊
藤
悟　

奥
平
晋
『
占
領
期　

皇
室
財
産
処
理
』

東
出
版
（
一
九
九
五
年
）
六
八
頁
〜
七
一
頁
。）

（
27
） S

C
A
P
IN
 no.337 95.M

em
orandum

 concerning 
E
lim
ination of W

ar P
rofits and R

eorganization of 
N
ational F

inances.24.N
ov.1945 

日
本
管
理
法
令
研
究
会
『
日

本
管
理
法
令
研
究
』
第
一
巻
第
五
號
（
大
雅
堂
、
一
九
四
六
年
）

四
二
頁
。

一
七
〇



Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
草
案
第
八
二
条
の
皇
室
財
政
規
定
と
「
世
襲
財
産
」（
山
田
）

（
一
七
一
）

（
40
） 

高
柳
・
大
友
・
田
中
、
前
掲
書
四
一
二
頁
。

（
41
） 

高
柳
・
大
友
・
田
中
、
前
掲
書
一
一
七
頁
。

（
42
） R

ow
ell; R

eview
 of the A

m
ended-D

rafts by the 
S
teering C

om
m
ittee,12 F

ebruary 1946 H
ussey 

P
apers,R

eel5

（
43
） 

国
有
化
の
除
外
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
京
都
御
所
に
つ
い
て

は
、
注（
32
）も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
44
） R

ow
ell to W

hitney, “C
om
m
ents on C

onstitutional 
R
evision proposed by P

rivate G
roup” 11.January 1945 

H
ussey P

apers,R
eel5

（
45
） T

ranslation of D
raft C

onstitution P
repared by a 

P
rivate S

tudy G
roup know

n as the C
onstitution 

Investigation A
ssociation, as published D

ecem
ber 28.1945 

H
ussey P

apers,R
eel5

（
46
） 

鈴
木
安
蔵
『
民
主
憲
法
の
構
想
』（
光
文
社
、
一
九
四
六
年
）

一
六
一
頁
。

（
47
） C

.W
hitney to N

R
, “Im

perial H
ousehold P

roperty” 
12.January 1945

（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵　

M
icrofi che S

heet 
N
o. G
S

（A

）-00589

）

（
48
） R

ow
ell to W

hitney, “P
roposed M

em
orandum

 to the 
Im
perial Japanese G

overnm
ent,A

G
091.3

（10.Jan 46

）

N
R
,received by this O

ffi  ce for C
ncurrence”

（
国
立
国
会
図

書
館
所
蔵　

M
icrofi che S

heet N
o.G
S

（A

）-00590

）

（
49
） R

ow
ell,H

atfield,C
overt,E

llsw
orth,S

w
ingler,and 

天
皇
の
私
有
財
産
は
入
ら
な
い
も
の
と
解
し
得
る
。
条
文
上
は
皇

室
は
無
一
物
に
な
る
様
に
見
え
る
が
、
実
際
の
運
用
は
日
本
政
府

に
任
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
意
味
で
原
案
よ
り
有
利
で
あ
る
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、「
宮
城
は
公
的
な
も
の
と
認
め

ら
れ
る
か
ら
別
だ
が
、
京
都
御
所
な
ど
は
第
八
条
の
議
決
に
よ
っ

て
天
皇
に
譲
渡
し
、
そ
のpersonal property

と
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（
佐
藤
達
夫　

著　

佐
藤
功
補

訂
『
日
本
国
憲
法
成
立
史　

第
四
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）

八
〇
三
頁
以
下
。

（
33
） 

入
江
俊
郎
『
憲
法
成
立
の
経
緯
と
憲
法
上
の
諸
問
題
』（
第
一

法
規
出
版
、
一
九
七
六
年
）
三
七
四
頁
。

（
34
） 

古
関
彰
一
『
新
憲
法
の
誕
生
』（
中
公
文
庫
、
一
九
九
五
年
）

一
〇
六
頁
。

（
35
） G

overnm
ent S

ection M
eeting w

ith F
ar E

astern 
C
om
m
ission 17.January 1946 

（H
ussey P

apers 
国
立
国
会
図

書
館
所
蔵M

icrofi lm
 R
eel5 

（Y
E
-5

））。

（
36
） 

古
関
、
前
掲
書
一
一
八
頁
。

（
37
） W

hitney; M
em
orandum

 for T
he S

uprem
e C
om
m
ander 

S
ubject: C

onstitutional R
eform

 1.F
ebruary 1946 

（
高
柳
・

大
友
・
田
中
、
前
掲
書
九
〇
頁
、
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。）

（
38
） 

古
関
、
前
掲
書
一
二
六
頁
。

（
39
） R
izzo; M

em
orandum

 for T
he C

hief, G
overnm

ent 
S
ection　

条
数
は
書
か
れ
て
い
な
い
。（
高
柳
・
大
友
・
田
中
、

前
掲
書
一
六
七
頁
。）

一
七
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
七
二
）

com
panies in w

hich the Japanese G
overnm

ent or the 
Japanese Im

perial H
ousehold has an im

portant interest

）, 
it should be considered public property. Im

perial 
H
ousehold property shall not be exem

pted from
 any 

action necessary to carry out the objectives set forth in 
this directive.”

（
56
） R

ow
ell,H

atfield,C
overt,E

llsw
orth,S

w
ingler,and 

G
rober,op.cit.

（
57
） 

Ibid
.

（
58
） 

Ibid
.

（
59
） R

ow
ell to W

hitney, “T
he Im

perial H
ousehold 

P
roperties” 2.F

ebruary 1946 M
icrofi che S

heet N
o.G
S

（A

）

-00590

（
60
） 

榎
原
猛
「
憲
法
│
体
系
と
争
点
│
」（
法
律
文
化
社
、

一
九
八
六
年
）
二
六
九
頁
に
お
い
て
榎
原
教
授
は
「（
憲
法
）
八
八

条
を
素
直
に
読
む
限
り
、
皇
室
に
私
有
財
産
を
認
め
る
余
地
は
全

く
存
し
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
論
拠
と
し
て
①
皇
室
の
財

産
授
受
行
為
に
国
会
の
議
決
を
要
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

八
条
は
皇
室
の
私
有
財
産
享
有
能
力
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
皇
室
財
産
が
す
べ
て
国
有
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も

の
で
あ
る
、
②
皇
室
経
済
法
に
い
う
と
こ
ろ
の
内
廷
費
お
よ
び
皇

族
費
を
御
手
元
金
と
し
て
皇
室
に
そ
の
自
由
使
用
を
認
め
る
（
四

条
・
六
条
）
の
で
こ
れ
ら
の
費
用
は
一
見
皇
室
の
私
有
財
産
の
よ

う
に
見
ら
れ
る
が
、
正
式
に
は
国
有
財
産
の
一
部
に
つ
き
、
国
会

G
rober, “M

inutes of M
eeting to D

eterm
ine D

isposition of 
the Im

perial F
orests” 29.January 1946 M

icrofi che S
heet.

N
o. G
S

（A

）-00590

（
50
） 

Ibid
. 

な
お
、
民
政
局
や
経
済
科
学
局
も
、
天
然
資
源
局
の
主

張
し
た
「
皇
室
の
山
林
関
連
の
土
地
財
産
を
戦
時
賠
償
に
充
て
な

い
」
と
い
う
考
え
に
賛
成
し
て
い
る
。
但
し
、
ラ
ウ
エ
ル
は
、
土

地
か
ら
生
じ
る
収
益
に
つ
い
て
は
、
賠
償
に
充
て
る
こ
と
が
で
き

る
と
述
べ
て
い
る
。

（
51
） R

ow
ell to W

hitney, “T
he Im

perial H
ousehold” 

24.January 1946 M
icrofi che S

heet N
o. G
S

（A

）-00590

（
52
） R

ow
ell,H

atfield,C
overt,E

llsw
orth,S

w
ingler,and 

G
rober,op.cit.

（
53
） 

Ibid
. 

要
約
は
筆
者
に
よ
る
。

（
54
） R

ow
ell to W

hitney, “T
he Im

perial,
….op.cit.

（
55
） Joint C

hiefs of S
taff, “B

asic D
irective for P

ost-
S
urrender M

ilitary G
overnm

ent in Japan P
roper” 

3.N
ovem

ber 1945

（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵 M

icrofi che S
heet 

N
o.T
S
-00305

）
な
お
、
皇
室
財
産
を
公
的
と
み
な
す
内
容
は
、

以
下
に
掲
げ
るparagraph 5 i 

に
基
づ
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

“A
ll property, real and personal, ow

ned or controlled by 
any of the organizations referred to in paragraph 5 g 
above, should be considered public property. If there is 
any doubt as to the public status of any property 

（e.g., 
property of quasi-official com

panies or of private 

一
七
二



Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
草
案
第
八
二
条
の
皇
室
財
政
規
定
と
「
世
襲
財
産
」（
山
田
）

（
一
七
三
）

が
皇
室
に
よ
る
自
由
使
用
を
認
め
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
、

③
神
器
・
宮
中
三
殿
な
ど
「
皇
位
と
と
も
に
伝
わ
る
べ
き
由
緒
あ

る
物
」（
皇
室
経
済
法
第
七
条
）
も
、
そ
れ
が
天
皇
の
意
の
ま
ま
に

処
分
で
き
な
い
こ
と
か
ら
し
て
私
有
財
産
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
葦
津
珍
彦
は
、
戦
前
の
酒

巻
に
似
た
考
え
を
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
の
「
公
」

と
し
て
の
地
位
を
認
め
る
こ
と
で
、「
私
」
は
な
い
と
し
た
上
で
、

皇
室
財
産
を
一
定
の
寄
付
行
為
の
た
め
に
（
こ
の
場
合
の
寄
付
行

為
は
、
皇
室
の
御
用
に
奉
仕
す
る
も
の
）
設
立
さ
れ
た
特
殊
な
財

団
の
公
金
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。（
皇
室
法
研
究
会　

共
同
研
究

『
現
行
皇
室
法
の
批
判
的
研
究
』（
神
社
新
報
社
、
一
九
八
八
年
）

一
九
〇
頁
以
下
。）

一
七
三




